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香 川 県 知 事           真 鍋 武 紀        殿 

 

 

                    香川県人事委員会 

                     委員長    関  博 徳        

                

 

地方公務員法第８条、第14条及び第26条の規定に基づき、一般職の職員の給与等につ

いて別紙第１のとおり報告し、あわせて、給与の改定について別紙第２のとおり勧告

します。 

この勧告に対し、その実現のため、速やかに所要の措置をとられるよう要請します。 

 

写
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別紙第１ 

報報報報                告告告告    

 

本委員会は、一般職の職員（技能職員及び企業職員を除く。以下「職員」という。）

の給与の実態を把握するとともに、職員の給与決定の諸条件等について調査研究を  

行ってきたが、その結果の概要は、次のとおりである。 

 

１ 職員の給与 

本委員会が平成21年４月１日現在で実施した「職員給与実態調査」によると、職

員数は12,963人で、その平均年齢は44.3歳、平均経験年数は22.1年、男女別構成は

男性57.3％、女性42.7％、学歴別構成は大学卒83.04％、短大卒5.95％、高校卒10.88％、

中学卒0.13％となっている。             （参考資料第１表・第２表） 

職員は、従事する職務の種類に応じ、行政職、公安職、研究職、医療職及び教育

職の５種９給料表の適用を受けており、これら職員の平均給与月額は387,230円、

このうち、民間給与との比較対象である行政職給料表適用者の平均給与月額は、給

料344,526円、扶養手当10,696円、給料の特別調整額5,597円、地域手当399円、住

居手当2,929円、その他345円、計364,492円となっている。 

なお、本年度の職員の給与については、「新たな財政再建方策」に基づく措置と

して知事等の給与等の特例に関する条例（平成20年香川県条例第11号。以下「特例

条例」という。）により減額されており、当該減額措置がないものとした場合の本

年４月現在における平均給与月額は、全職員では404,754円、行政職給料表適用者

では383,509円となる。                  （参考資料第３表） 

 

２ 民間給与の調査 

(1) 職種別民間給与実態調査 

本委員会は、職員の給与と民間給与との精密な比較を行うため、人事院と共同

して、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上である県内の民間事業所

410事業所のうちから、層化無作為抽出法によって142事業所を抽出し、「平成21

年職種別民間給与実態調査」を実施し、公務と類似すると認められる78職種に従
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事する者5,197人について、給与改定の有無にかかわりなく、本年４月分として個々

の従業員に実際に支払われた給与月額等を実地に調査した。 

この調査の一環として、民間事業所における家族手当及び住宅手当の支給状況、

賞与等の特別給の支給状況について調査した。また、給与改定の状況や雇用調整

の実施状況等についても調査を実施した。 

 

(2) 調査の実施結果 

本年の職種別民間給与実態調査の主な調査結果のうち、まず、新規学卒者（事

務員と技術者に限る。）の採用を行った事業所の割合は、大学卒で30.1％（昨年

31.4％）、高校卒で26.9％（昨年19.5％）となっており、そのうち大学卒で68.5％

（昨年55.8％）、高校卒で71.5％（昨年51.8％）の事業所で、初任給が据置きと

なっている。                      （参考資料第13表） 

給与改定の状況は、一般の従業員でみると、ベースアップを実施した事業所の

割合は12.2％（昨年27.3％）、ベースアップを中止した事業所の割合は29.5％（昨

年17.6％）となっており、昨年同様ベースダウンを実施した事業所はなく、ベア

慣行がない事業所の割合は58.3％（昨年55.1％）となっている。同じく一般の従

業員でみると、定期昇給を実施した事業所の割合は76.1％（昨年77.8％）、定期

昇給を停止した事業所の割合は7.8％（昨年2.3％）となっている。 

  （参考資料第20表） 

また、平成21年１月以降に雇用調整を実施した事業所の割合は34.9％（昨年14.0

％）となっている。雇用調整の実施内容をみると、採用の停止・抑制が19.5％（

昨年6.8％）、残業の規制が18.9％（昨年2.6％）、非正規社員の契約更新の中止

・解雇が16.3％と多くなっており、一時帰休・休業及び賃金カットについてもそ

れぞれ9.3％（昨年0.0％）及び7.2％（昨年2.0％）となっている。 

（参考資料第21表） 

さらに、本年４月分の給与について、賃金カットを実施した事業所の割合は一

般の従業員で3.6％、管理職で6.3％となっており、当該事業所における平均減額

率は、一般の従業員で18.0％、管理職で11.6％となっている。 

（参考資料第22表） 
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このように、民間企業においては、雇用調整を実施している事業所の割合は昨

年より増加しており、給与についても、ベースアップの中止や定期昇給の停止、

さらに一時帰休・休業や賃金カットを実施した事業所の割合が昨年よりそれぞれ

増加している。 

 

３ 職員の給与と民間給与との比較 

(1) 民間給与との較差 

本委員会は、職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、

公務にあっては行政職、民間にあってはベースアップの中止等を行った企業も含

め公務の行政職と類似すると認められる事務・技術関係職種の職務に従事する者

について、役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者の本年４月の相互

の諸手当を含む給与額を精密に比較した。 

本年の職員の給与については、前述のとおり特例条例による減額措置がとられ

ており、当該措置がとられた給与と民間給与とを比較したところ、職員の給与が

民間給与を１人当たり平均16,862円（4.61％）下回っている。 

しかしながら、当該措置は、人事委員会の給与勧告制度に基づく給与改定とは

異なる財政再建方策に基づく措置であり、民間給与との比較においては、当該措

置がないものとした場合に支給される職員の給与を基礎とすることが相当である

と考える。これにより較差を算出したところ、職員の給与が民間給与を１人当た

り平均2,247円（0.58％）上回っている。          （参考資料第23表） 

 

(2) 扶養（家族）手当 

民間における家族手当の支給状況を調査した結果をみると、平均支給月額は、

配偶者のみで13,160円となっており、職員の現行の支給額13,000円とおおむね均

衡しているが、配偶者と子１人で18,458円、配偶者と子２人で23,014円となって

おり、それぞれ職員の現行の支給額19,500円、26,000円を下回っている。 

    （参考資料第16表） 

 

(3) 住居（住宅）手当 

民間における住宅手当の支給状況を調査した結果をみると、住宅手当を支給し
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ている事業所の割合は46.6％で、借家・借間居住者に対する住宅手当月額の最高

支給額の中位階層は、26,000円以上27,000円未満となっており、職員の現行の最

高支給額27,000円とおおむね均衡している。        （参考資料第17表） 

 

(4) 特別給 

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた賞与等

の特別給は、所定内給与月額の4.14月分に相当しており、職員の期末手当・勤勉

手当の年間支給月数4.50月分より0.36月分下回っている。  （参考資料第18表） 

 

４ 物価及び生計費 

総務省による本年４月における高松市の消費者物価指数は、昨年４月に比べ0.6％

減少している。                      （参考資料第25表） 

また、本委員会が総務省の家計調査を基礎に算定した本年４月における高松市の

２人世帯、３人世帯及び４人世帯の標準生計費は、それぞれ158,701円、194,211円

及び229,724円となっている。                （参考資料第24表） 

 

５ 職員の給与と国及び他の都道府県職員の給与との比較 

平成20年４月１日現在における本県の行政職給料表適用者の給料と国の行政職俸

給表(一)適用者の俸給を学歴別、経験年数別に比較すると、国家公務員を1 0 0とし

た場合の本県職員の指数は97.5となっている。なお、全都道府県職員の平均指数は

99.4となっており、特例条例による減額措置の影響もあり、本県職員の給与水準は、

国家公務員の給与水準及び都道府県職員の全国平均を下回っている。 

（総務省「平成20年地方公務員給与実態調査」） 

 

６ む す び 

(1) 給与 

職員の給与決定に関する諸条件については、以上述べたとおりである。 

本年の職種別民間給与実態調査においては、ベースアップの中止や定期昇給の

停止、さらに一時帰休・休業や賃金カットを実施した事業所の割合が昨年よりそ

れぞれ増加していることが明らかとなった。 
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本年の民間給与との較差について、特例条例による減額措置がないものとした

場合の職員の給与と民間給与とを比較したところ、民間給与が職員の給与を2,247

円（0.58％）下回っていることが判明した。 

また、民間の特別給の年間支給割合は、職員の期末手当・勤勉手当の年間支給

月数4.50月分を0.36月分下回っていることが判明した。 

本委員会は、給与に関する諸事情を慎重かつ総合的に検討した結果、職員の給

与について次のように改定等を行うことが必要であると認める。 

ア 給料表 

行政職給料表については、本県においても、本年の民間給与との較差の大き

さ及び民間の初任給を中心とする若年層の状況等を踏まえ、人事院に準じて改

定するものとする。また、給料月額についてこの改定が行われることを踏まえ、

職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部

を改正する条例（平成18年香川県条例第14号）附則第６項から第８項までの規

定による給料（経過措置額）の算定基礎となる額についても、改定時において

引下げ改定が行われる給料月額を受ける職員を対象として引き下げることとし、

その引下げ後の額は、給料調整率（民間給与との比較を行う職員全体に係る民

間給与との較差の合計額から、当該職員の後述の自宅に係る住居手当の廃止に

よる改定の合計額を減じた額を引下げ改定が行われる給料月額を受ける当該職

員の給料月額の合計額で除して得た率）が△0.25％であることから、当該算定

基礎となる額に100分の99.75を乗じて得た額とする。 

また、行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本

に、給料月額及び経過措置額の引下げ改定を行うものとする。ただし、医療職

給料表(一)については、医師等の人材確保の困難性を考慮し、引下げ改定は行

わないこととする。 

イ 自宅に係る住居手当 

自宅に係る住居手当については、民間において同様の手当を支給している事

業所が少ないこと及び国において廃止することとしたことから、廃止すること

とする。 

ウ 期末手当・勤勉手当 

期末手当・勤勉手当については、民間の特別給の支給割合との均衡を図るた
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め、支給月数を0.35月分引き下げる必要がある。本年度については、６月期に

おける期末手当・勤勉手当の特例措置により凍結した支給月数分（0.2月分）を

支給しないこととするとともに、引下げ月数から当該凍結分に相当する月数（0.2

月分）を減じた月数（0.15月分）を12月期の期末手当・勤勉手当から差し引く

こととする。来年度以降の取扱いについては、本年の職員の６月期の支給状況

及び民間の特別給の支給状況等を参考に、６月期及び12月期における期末手当・

勤勉手当の支給月数を定めることとする。 

エ 超過勤務手当の支給割合等 

地方公務員には、原則として時間外労働の割増賃金率の引上げ等を内容とす

る労働基準法の一部を改正する法律（平成20年法律第89号）の規定による改正

後の労働基準法の関係規定が適用され、月60時間を超える超過勤務に対しては

超過勤務手当の支給割合を100分の150に引き上げることが求められることから、

所要の措置を講ずる必要がある。 

 なお、超過勤務手当の支給割合の引上げ分の支給に代えて正規の勤務時間に

おいても勤務することを要しない日又は時間を指定することができる制度につ

いては、今後の地方公務員法の改正の動向に留意する必要がある。 

オ 勤務実績の給与への反映 

勤務実績の給与への反映については、任命権者において着実にその取組が進

められているところであるが、人事評価制度が、能力・実績に基づく人事管理

の基礎となるものであることを十分認識した上で、人事評価についてさらに職

員の理解と納得が得られるよう、常に実施状況や結果の検証を行い、必要に応

じ見直しを行うなど、客観的、かつ、公平・公正な運用に引き続き努める必要

がある。 

カ その他 

(ｱ) 級別標準職務表 

級別標準職務表について、国、他の都道府県との均衡等を考慮し、見直し

の検討を行う。 

(ｲ) 借家・借間に係る住居手当 

借家・借間に係る住居手当については、国においてその在り方の検討を進

めていることから、国、他の都道府県や民間の動向に引き続き留意する必要
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がある。 

(ｳ) 単身赴任手当 

単身赴任手当については、国においてその改善に向けた検討が行われてい

ることから、国、他の都道府県や民間の動向に引き続き留意する必要がある。 

(ｴ) 通勤手当 

交通用具に係る通勤手当については、本年、民間の支給状況の独自調査を

行ったところであり、交通用具別の手当額及び距離区分の見直しについて検

討していくこととする。 

 

次に、本年の給与改定は、職員の給与水準を引き下げる内容の改定であること

から、遡及することなく施行日からの適用とするが、公務と民間の給与は４月時

点で比較し均衡を図ることとしており、遡及改定を行わない場合であっても、４

月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る較差相当分を解消し、年間給

与で公務と民間の均衡を図る観点からの所要の減額調整を行うことが、情勢適応

の原則にもかなうものである。 

この年間の減額調整については、施行後速やかに行われる必要があるが、月例

給は月々の生活に充てられるものであることからすれば、特別給としての本年 12

月に支給する期末手当で行うことがより適切であると考えられる。そこで、本年

４月からこの改定の実施の日の前日までの間の較差相当分について制度的に減額

調整するよう所要の措置を講ずるべきであると考える。 

具体的な減額調整方法としては、本年は、行政職給料表の場合、１級から３級

までのうち若年層の給料月額について引下げを行わないこととしたことからすれ

ば、これらの者については較差相当分について減額調整を行うことは適当ではな

い。このため、引下げ改定が行われる給料月額を受ける職員について、本年４月

に受けた民間給与との比較の基礎となる給与種目の給与額の合計額に減額調整率

（民間給与との比較を行う職員全体に係る民間給与との較差の合計額を引下げ改

定が行われる給料月額を受ける当該職員の給与月額の合計額で除して得た率）△

0.61％を乗じて得た額に、本年４月からこの改定の実施の日の属する月の前月ま

での月数を乗じて得た額と、本年６月に支給された特別給に当該減額調整率を乗

じて得た額を合算した額を基にして減額調整することとする。また、行政職給料
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表以外の給料表についても、引下げ改定が行われない医療職給料表（一）を除き、

行政職給料表と同様の減額調整を行う。 

しかしながら、減額調整に当たっては、本年においては、特例条例により職員

の給与が減額されており、かつ、本年４月からこの改定の実施の日の前日までの

期間において支払われる職員の給与が民間給与を相当下回ることとなる実情を考

慮する必要があるものと考える。 

 

(2) 職員の勤務時間等 

ア 勤務時間の見直し 

職員の勤務時間は、給与と同様に基本的な勤務条件であり、その決定に当た

っては、地方公務員法に定める情勢適応の原則に基づき民間と均衡させること

を基本としつつ、国及び他の地方公共団体の職員との均衡を考慮しなければな

らないこととされている。 

職員の現行の勤務時間は、平成４年の完全週休２日制の導入以降、１日当た

り８時間、１週間当たり40時間と定められているところであるが、本年、公務

における代表的な執務形態と同様の形態である民間企業の事務・管理部門につ

いて、１日及び１週間当たりの所定労働時間を調査した結果によると、県内の

民間企業の所定労働時間は、１日当たり７時間44分、１週間当たり38時間57分

となっている。また、平成16年及び平成18年から本年までの調査結果は、平成

19年から本年までについては漸減している状況がうかがえ、県内の民間企業の

所定労働時間は、職員の勤務時間よりも短い水準で定着していると考えられる。 

        （参考資料第27表） 

さらに、国家公務員や半数以上の道府県においても既に勤務時間が改定され

ているところである。 

本委員会としては、県内民間企業の所定労働時間の状況や国の実施状況、他

の都道府県の動向等を総合的に検討した結果、職員の勤務時間を１日当たり７

時間45分、１週間当たり38時間45分とすることが適当であると考える。 

なお、実施に当たっては、公務能率の一層の向上に努め、県民サービスの維

持及び行政コストの増加を招かないことが重要であり、その実施時期について

は、時間短縮に向けての態勢が整い次第、速やかに実施するものとする。 
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イ 超過勤務の縮減と年次休暇の使用促進 

職員の勤務時間については、公務の円滑な運営と職員の健康・福祉の維持増

進を考慮した適切な運用が必要である。 

総実勤務時間の短縮については、これまでもその必要性について言及し、超

過勤務の縮減及び年次休暇の使用促進を中心とした種々の取組が行われてきた

ところであり、一定の成果も見られるものの、全般的に超過勤務時間が増加し、

年次休暇の使用日数は減少する傾向を示している状況にある。 

（参考資料第26表） 

このことから、任命権者においては、その状況を分析するとともに、これま

での取組の効果を検証し、簡素で効率的な業務運営が可能となるよう、組織全

体として業務内容や執行体制の見直しを検討するなど、実効性のある取組を推

進していく必要がある。 

さらに、管理職員をはじめ職員一人ひとりが意識改革を図り、事務処理の迅

速化や効率化等に自発的に取り組み、超過勤務時間を縮減するとともに、休暇

を使用しやすい職場づくりを一層進め、総実勤務時間の短縮に向けて組織全体

として取り組む必要がある。 

とりわけ、管理職員は、総実勤務時間の短縮を自らの課題と意識して、職員

の業務内容等の的確な把握に努め、業務の優先順位を踏まえた適切な進行管理

を行うとともに、超過勤務命令を行うに当たっては、その緊急性や必要性等を

確認した上で、職員の心身にわたる健康面に悪影響の生じるような過重な勤務

が継続することのないよう十分に配慮する必要がある。また、年次休暇等につ

いては、業務の繁閑や職員の意向を踏まえた計画的・連続的な使用の促進が可

能となるよう配慮するなど、休暇を使用しやすい職場環境づくりに努めること

が必要である。 

ウ 職業生活と家庭生活との両立支援 

育児又は介護を行う職員が職業生活と家庭生活を両立できる環境を整備する

ことは、公務能率の向上の観点からも重要な課題である。 

人事院においては、急速な少子化に対応するため、家族を構成する男女が共

に家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の調和を図ることができるよ

うな勤務環境を整備するため、育児休業に関する制度等を改正することが適当
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と判断し、法律改正のための意見の申出が行われ、あわせて、育児を行う職員

の超過勤務の免除の制度及び介護のための短期の休暇の制度の導入並びに子の

看護休暇の期間等の拡充について措置することとしている。 

本県においても、育児又は介護を行う職員の両立支援を一層推進するために、

関係法令の状況を踏まえつつ、適切に対応する必要がある。 

今後とも、既存の両立支援のための制度の周知やその利用促進のための意識

啓発、とりわけ、男性職員の育児休業の取得促進、さらには職場全体で両立を

支援する良好な雰囲気づくりをより積極的に行うことが必要である。 

 

(3) 健康管理対策の推進 

職員の心身両面の健康管理対策については、各任命権者において、各種健康診

断・事後指導、メンタルヘルス相談など様々な事業が実施され、その充実も図ら

れているところであるが、病気休職者の状況等を見ると、引き続き、研修や啓発

活動などを通じて職員自らの健康管理意識を向上させるとともに、人間ドック等

の健康診断や労働安全衛生体制の充実に努める必要がある。 

特に、メンタルヘルスについては、病気休職者のうち心の疾病が原因である者

が半数を占める現状であり、その対策は大きな課題となっている。各任命権者に

おいては、予防・早期発見から休職者の職場復帰・再発防止に到るまで、それぞ

れの段階に応じた、きめ細かな健康管理を実施することが求められている。心の

健康づくり体制の強化を図り、職員本人・管理職員・安全衛生管理スタッフ・職

場外の専門家等によるケアを有機的に機能させるとともに、心の健康づくりに関

する情報提供や研修等の充実を図り、メンタルヘルス対策をより一層推進する必

要がある。 

とりわけ、管理職員は、職員と日常的に接する者であり、日ごろから職員の勤

務状況や健康状態を的確に把握するとともに、職場におけるストレスの要因の軽

減･除去に努める必要がある。さらに、メンタルヘルスをはじめ健康管理に関する

理解を深め、職員の心身の不調を早期に発見し、早期に対処できることが望まれ

るところであり、自らが積極的に自己啓発を図らなければならない。 
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(4) 高齢期の雇用について 

本年の人事院報告では、公務員の高齢期の雇用について具体的な言及がなされ

ているところである。本県においても、職員の高齢期の雇用については、国及び

他の都道府県の動向を注視していく必要がある。 

 

(5) 給与勧告実施の要請等 

人事委員会勧告制度は、職員の給与水準を民間の給与水準に合わせることを基

本としつつ、国や他の地方公共団体の職員との均衡等も考慮し、職員の適正な処

遇を確保するために設けられたものである。 

議会及び知事におかれては、給与等に関する報告・勧告制度の意義や役割を御

理解いただき、速やかに勧告どおり実施されるよう要請する。 

なお、本年は、給与の減額措置が続いている中での引下げ勧告となり、職員に

とっては厳しい実情となっている。 

本委員会としては、職員の適正な処遇の確保は、職員の士気の高揚や優秀な人

材の確保などに資するものであり、早期に給与勧告制度に基づく本来の職員の給

与水準が確保されることを強く望むものである。 


